
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
の
重
要
な
お
知
ら
せ

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
領
収
書

の
提
出
の
代
わ
り
に
“
医
療
費
控
除
の
明
細

書
”
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５
年
間
保
存

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
税
務
署
か
ら
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
提
示
ま
た
は
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

　

ま
た
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た

医
療
費
通
知
（
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行

す
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」）
を
添
付
す
る

と
、
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
が
、
次

の
６
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
①
被
保
険
者
な
ど
の
氏
名
、
②
療
養

を
受
け
た
年
月
、
③
療
養
を
受
け
た
者
、
④

療
養
を
受
け
た
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
な
ど

の
名
称
、
⑤
被
保
険
者
な
ど
が
支
払
っ
た
医

療
費
の
額
、
⑥
保
険
者
な
ど
の
名
称

　

①
～
⑥
の
う
ち
、
一
つ
で
も
欠
け
て
い
る
と

申
告
で
は
使
え
ま
せ
ん
。

※
医
療
費
控
除
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
の
方
は
、
18
ペ
ー
ジ
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
が

２
月
18
日
㊊
か
ら
始
ま
り
ま
す

　
申
告
書
な
ど
に
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
法
定
記
載

事
項
で
あ
る
た
め
、「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー（
個
人
番
号
）の
確
認
」と「
本

人
確
認
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

申
告
相
談
へ
お
越
し
に
な
る
と

き
は
、申
告
す
る
方
全
員
分
の
「
通

知
カ
ー
ド
」
と
「
本
人
確
認
書
類
」、

ま
た
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）」
を
忘
れ
ず

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
で

提
出
の
場
合
も
写
し
の
添
付
が
必

要
で
す
。）

広
報
し
ょ
う
ば
ら
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　

か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

広
報
し
ょ
う
ば
ら
１
月
号

「
申
告
相
談
の
日
程
」

http://w
w

w
.city.shobara.hiroshim

a.
jp/m

ain/governm
ent/koho/pr/files/

koho166_06-09.pdf

　

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
を
、
２
月
18
日
㈪

～
３
月
15
日
㈮
の
期
間
で
行
い
ま
す
。
申
告

が
必
要
と
な
る
人
は
、
期
間
内
に
忘
れ
ず
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
相
談
の
日
程
は
広
報
し
ょ
う
ば
ら
１

月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
う

え
、
必
ず
受
付
時
間
内
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

税
務
課
市
民
税
係
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ま
た
は 

各
支
所
市
民
生
活
係

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
と

本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

申
告
相
談
す
る
際
の
お
願
い

①
農
業
所
得
の
申
告
を
す
る
人
は
、必
ず
「
収

支
内
訳
書
」
ま
た
は
「
月
別
集
計
表
」
を
作

成
し
て
、
当
日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療
費
控

除
明
細
書
ま
た
は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
明
細
書
を
作
成
し
て
、
当
日
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。（
様
式
は
、
市
役
所
本
庁
・
支

所
に
用
意
し
て
い
ま
す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

　

な
お
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
を

受
け
る
人
は
、
健
康
の
保
持
増
進
お
よ
び
疾

病
の
予
防
へ
の
取
り
組
み
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
（
予
防
接
種
の
領
収
書
や
健
康
診
断
の

結
果
通
知
な
ど
）
の
添
付
ま
た
は
提
示
が
必

要
で
す
。

※
農
業
所
得
の
申
告
を
す
る
人
で
、「
収
支

内
訳
書
」
ま
た
は
「
月
別
集
計
表
」
を
作
成

し
て
い
な
い
人
、
ま
た
、
医
療
費
控
除
を
受

け
る
人
で
明
細
書
を
作
成
し
て
い
な
い
人
は
、

申
告
相
談
の
時
間
短
縮
の
た
め
、
会
場
で
ご

本
人
に
作
成
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
土
地
・
建
物
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
、
先
物

取
引
・
山
林
所
得
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
（
１
年
目
）、
平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
に

伴
う
雑
損
控
除
、
農
業
（
事
業
）
用
資
産
が

被
害
を
受
け
て
発
生
し
た
損
失
の
あ
る
人
は
、

庄
原
税
務
署
へ
直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

花
た
び
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
２
０
１
８
を

開
催
し
ま
す

花
た
び
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
２
０
１
９
を

開
催
し
ま
す

　

春
の
庄
原
は
、「
節
分
草
の
自
生
地
公

開
」や
「
福
寿
草
ま
つ
り
」、「
庄
原
さ
く
ら

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」、「
庄
原
さ
と
や
ま
オ
ー

プ
ン
ガ
ー
デ
ン
」な
ど
、「
花
」を
テ
ー
マ
と

し
た
イ
ベ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
あ
わ
せ
て
、花
め
ぐ
り

に
便
利
な
「
花
た
び
バ
ス
ツ
ア
ー
」や
、庄

原
の
宿
で
「
春
の
お
も
て
な
し
」が
楽
し

め
る
「
花
た
び
宿
泊
プ
ラ
ン
」な
ど
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

上野公園の桜

節分草

庄原さとやまオープンガーデン

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
内
容
は
、①
泊
ま
っ
て

当
た
る
②
巡
っ
て
当
た
る
③
撮
っ
て
当
た

る
④
集
め
て
当
た
る
―
の
４
種
類
あ
り
、

い
ず
れ
か
に
参
加
ま
た
は
応
募
い
た
だ
く

と
、抽
選
で
合
計
35
人

に
庄
原
市
の
特
産
品

５
千
円
分
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
す
。（
下
の

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で

す
。）

　

詳
し
く
は
、花
た
び
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

専
用
サ
イ
ト
ま
た
は
各
主
要
施
設
な
ど

へ
配
布
す
る
「
花
た
び
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

２
０
１
９
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
「
花
と
緑
の
ま
ち
・

庄
原
」を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

※
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
専
用
サ
イ
ト
の
オ
ー
プ

ン
お
よ
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
は
、２

月
中
旬
ご
ろ
と
な
り
ま
す
。

と
き　

２
月
16
日
㈯
～
６
月
16
日
㈰

と
こ
ろ　

市
内
全
域

問
い
合
わ
せ

庄
原
観
光
い
ち
ば
ん
協
議
会

（
事
務
局
：
観
光
振
興
課
観
光
振
興
係
）
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災害義援金の受入状況をお知らせします
～たくさんのご支援をいただきありがとうございました～

　平成30年７月豪雨災害に対し、数多くの義援金が寄
せられました。改めまして、深く感謝申し上げます。

　ここに義援金の受け入れ状況とご支援いただいた企
業・団体名、個人のお名前を掲載させていただきます。

　　　　　　【受入状況（７月13日～12月28日）】
　●庄原市の被災者を対象とした義援金（被災された庄原市民の方へ分配します。）
　　３１１件　２３，３８７，５７０円
　●全国の被災者を対象とした義援金（日本赤十字社へ送金します。）
　　１６９件　　４，２４８，７８１円
　※本市での義援金受け付けは12月28日をもって終了しました。なお、庄原市社会福祉協議会での受け付けおよび日本赤十字社
　　 などの義援金専用口座への振り込みは、引き続き実施されています。
　※ふるさと納税での支援は継続してお願いしています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

【個人】
石田　保雄
藤原　敦善

   義援金名簿（50音順、敬称略）

●名前などの公表について
庄原市の被災者を対象とした義援金について公表いたします。
※匿名希望の方、公表することについて同意が得られていない方につきましては、掲載を控えさせていただきます。

義  援  金

【10月13日～12月28日受け付け分】

【企業・団体】
亀谷自治会
第７回総領町民チャリティー・
ゴルフ大会参加者

高野小学校児童
東城町自治振興区連絡協議会

比和自治振興区
山内日向自治会
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